
根室市男女共同参画基本計画（平成 27年度～36年度）【概要版】 
 

第１章 計画の概要 

１ 計画策定の趣旨（計画書２頁） 

 人口減少や少子高齢化の進行などにより変化した家族形態、多様化する価値観やライフス

タイルなどへの対応や、いまだに残る家庭・職場・地域社会などにおける固定的な性別役割

分担意識の解消を図る。 

また、深刻化する配偶者やパートナーから暴力（ＤＶ）やストーカーへの対応、女性の活

躍推進に向け、仕事と家庭を両立できる環境整備への支援などの新たな視点を加え、「根室市

男女共同参画基本計画（平成 27 年度～36 年度）」を策定し、男女共同参画社会の実現に向

けた取り組みを推進する。 

 

２ 計画の性格と位置づけ（計画書３頁） 

○男女共同参画社会基本法に基づく基本計画 

   ※次の２つの計画を一体として策定 

   ・配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律に基づく基本計画（ＤＶ対策基本計画） 

   ・女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく推進計画（女性活躍推進計画） 

 

３ 計画の期間（計画書３頁） 

平成２７年度から平成３６年度の１０年間（第９期根室市総合計画と同期間） 

 

４ 男女共同参画の背景（計画書４～５頁） 

 

５ 根室市の現状（計画書６～１１頁） 

 

第２章 計画の基本的な考え方 

１ 計画の基本理念（計画書１４頁） 

（１）男女の人権の尊重 

（２）社会における制度又は慣行についての配慮 

（３）政策等の立案及び決定への共同参画 

（４）家庭生活における活動と他の活動の両立 

 

２ 計画の基本目標（計画書１５頁） 

基本目標Ⅰ 男女共同参画社会の実現に向けた意識づくり 

      ⇒一人ひとりがお互いを認め合い尊重し合う意識の醸成を図る 

基本目標Ⅱ 男女の人権尊重と生涯を通じた健康への支援 

      ⇒個人の人権が尊重され、あらゆる暴力を認めない環境づくりと疾病の早期

発見など健康の増進を図る 

基本目標Ⅲ 男女の仕事と生活の調和実現に向けた支援 

     ⇒個人の個性と能力が発揮でき、仕事と家庭、地域社会が両立できる環境へ   

の支援 

基本目標Ⅳ あらゆる分野での男女共同参画の推進 

      ⇒男女が共に役割や責任を担うことができる仕組みの構築を図る 

 



  

 

３ 計画の体系（計画書１６頁） 
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１ 男女共同参画の意識の
醸成

①広報・啓発活動の充実

②情報提供及び調査・研究に対する
取り組みの充実

２ 男女共同参画の視点に
立った学びの推進

③家庭・地域における男女共同参画
学習の推進

④学校における男女平等教育の推進
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３ 人権の尊重と暴力の根絶
【ＤＶ対策基本計画】

⑤人権を尊重する意識の浸透

⑥あらゆる暴力根絶に対する取り組み
の充実

４ 生涯を通じた健康支援 ⑦こころと身体の健康づくりの推進
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５ 就労の場における男女共
同参画の推進
【女性活躍推進計画】

⑧男女の均等な就業機会と職域拡大の
促進

６ 仕事と生活の調和（ワー
ク・ライフ・バランス※）
の推進
【女性活躍推進計画】

⑨仕事と生活の調和（ワーク・ライ
フ・バランス※）の普及・啓発

⑩子育て・介護に関する社会的支援の
充実
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７ 地域社会等における男女
共同参画の推進

⑪地域コミュニティ※における男女共
同参画の促進

⑫防災分野における男女共同参画の
促進

８ 政策・方針決定過程にお
ける男共同参画の推進

⑬人材育成の充実

⑭審議会等における男女共同参画の
推進

⑮市役所内における男女共同参画の
推進



 

第３章 施策の展開（計画１８～３３頁） 

 ・基本目標Ⅰ 男女共同参画社会の実現に向けた意識づくり（計画書１８～２１頁） 

   基本方向１ 男女共同参画の意識の醸成 

・広報ねむろ、ホームページ等及び講演会やまちづくり出前講座による啓発 

・男女共同参画に関する調査等の実施 

   基本方向２ 男女共同参画の視点に立った学びの推進 

・育児等の知識や技術の習得できる講座や男女共同参画の学習機会の充実 

・キャリア教育の推進や教職員研修の充実など男女平等教育の推進 

 

・基本目標Ⅱ 男女の人権尊重と生涯を通じた健康への支援（計画書２２～２５頁） 

   基本方向３ 人権の尊重と暴力の根絶 

・人権教育の推進、相談窓口等の状況提供など 

・ＤＶ等のあらゆる暴力防止に向けた啓発や被害に対する相談支援等の推進 

   基本方向４ 生涯を通じた健康支援 

・女性特有の病気への理解や健康相談体制の充実など健康づくりの推進 

 

・基本目標Ⅲ 男女の仕事と生活の調和実現に向けた支援（計画書２６～２９頁） 

   基本方向５ 就労の場における男女共同参画の推進 

・関係法令の周知、働き方の見直しなど 

   基本方向６ 仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の推進 

・ワーク・ライフ・バランスの推進に向けた広報活動やセミナー等の実施 

・子育てや介護への負担軽減など仕事との両立に向けた支援の充実 

 

・基本目標Ⅳ あらゆる分野での男女共同参画の推進（計画書３０～３３頁） 

   基本方向７ 地域社会等における男女共同参画の推進 

・地域コミュニティにおける男女共同参画の促進 

・防災分野における男女共同参画の推進 

 

   基本方向８ 政策・方針決定過程における男女共同参画の推進 

・研修会、女性セミナーなど人材育成への取り組みを推進 

・行政分野における男女比率の均衡化など 

 

第４章 計画推進体制（計画書３６頁） 

 １ 住民の参画と協働の推進 

 ２ 市役所における推進体制 

 ３ 国・北海道等との連携 

 ４ 計画の進行管理 

 ５ 成果指標 

 

資料編 

 ・根室市男女共同参画基本計画策定懇話会設置要綱（計画書３８頁） 

 ・根室市男女共同参画基本計画策定懇話会委員名簿（計画書３９頁） 

 


